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令和７年度事業計画及び収支予算書 
                                                    

概  要 
 本県では、ロシアのウクライナ侵攻による国際情勢の緊迫化、欧米諸国の金融引き締め政

策による円安進行、原油・原材料価格の高騰、資材の調達難などが要因で、中小企業・小規模

事業者（以下、「中小企業等」という。）の経営環境は厳しい状況が続いている。さらに、エ

ネルギー・人件費高騰への対応、人手不足の深刻化、経営者の高齢化に伴う事業承継問題、

デジタル化対応の遅れなどが、今後の経営に大きな影響を与えており、県内経済の先行きは

持ち直しが期待されるものの、県内中小企業等にとって厳しい経営環境が続いている現状で

ある。 
 このような状況のなかで、当財団では奈良県と連携し、 
①厳しい経営環境を乗り越えるための経営力向上 
②独自の強みを創り、成長市場に挑戦するための企業価値向上 
③企業経営を安定させるための経営基盤の構築 

の３つを重点的支援として、引き続き各種の事業を実施していく。 
 国からの委託により実施している中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よ

ろず支援拠点）では、柏木本部、近鉄奈良駅前サテライトオフィス及び県中南部２箇所の出

張相談所において、「創業」、「事業承継」、「経営改善」、「売上拡大」に関する相談業務

に加え、他の支援機関との連携強化を図り、ポストコロナや物価高騰等に対する支援として、

観光関連企業への支援の継続、小規模事業者持続化補助金等の申請支援、事業継続のための

資金繰り支援のほか、自己変革、自走化による成長を目指す企業への伴走支援を行う。 
 併せて、「ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口」「価格転嫁サポート窓

口」等を設置し、中小企業等の抱える課題に対する総合的な支援を実施していく。 
 喫緊の課題である「事業承継支援」については、引き続き「事業承継診断」を実施し、経営

者に事業承継の必要性についての気づきを促すとともに、個別支援を必要とする中小企業等

に対しては、「奈良県事業承継・引継ぎ支援センター」をはじめ、各支援機関や金融機関等に

つなぐなど、事業承継が円滑に進むよう支援を行っていく。 
 また、奈良県小規模企業振興基本条例にのっとり、中小企業等の強みを生かしながら売上

拡大等の支援を行うことでその持続的発展を促進するために、中小企業等のＢtoＢマッチン

グ促進事業や専門家派遣事業を実施するほか、国等の競争的資金の獲得に向けた事業計画書

のブラッシュアップ、首都圏バイヤーに対して商談会を実施する首都圏販路拡大支援及びデ

ジタルを活用したマーケティング支援など、効果的な支援を実施していく。 
 さらに、奈良県が取り組む「産業政策のパッケージ２０２５」に掲げられている奈良の成

長に必要な「８つの柱」の中の「新たな成長のフロンティア（海外展開）」にかかる取り組み

として、外国への特許等の出願支援の強化及び越境ＥＣ支援を実施する。 
 当財団ではこれらの事業を積極的に推進することで、地域産業の振興発展に寄与していく。 
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１ 経営力向上支援 
 中小企業等の経営力強化、経営課題解決のため、奈良県よろず支援拠点に寄せられた相談

内容に応じ、当財団や他の支援機関の支援事業と連携して経営課題の解決を図るとともに、

必要に応じて専門家による個別指導や情報提供などを行う。 
 
(1) 事業環境変化対応型支援事業／中小企業支援事業（中小企業・小規模事業者ワンスト

ップ総合支援事業（よろず支援拠点）） 
 国（中小企業庁）からの委託により、「よろず支援拠点」を設置。多様なコーディネー

ターが、中小企業等の起業・成長・安定・発展の各段階での課題に応じたきめ細かな対応

を行うほか、産業の垣根を越えて創業から製品開発、販路開拓、経営改善、事業承継まで、

中小企業等が抱える課題に対する総合的なサポートを実施する。 
 また、自己変革、自走化による成長を目指す中小企業等への伴走支援を行う。 

○相 談 対 応 目 標 件 数：７，５００件 
○名寄せ後の相談者目標数：１，８００者 
○相談窓口 
・柏木本部（奈良市柏木町１２９－１ 奈良県産業振興総合センター内） 

   月曜日から金曜日まで ８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く） 
・近鉄奈良駅前サテライトオフィス（奈良市高天町３８－３ 近鉄高天ビル）         

月曜日から土曜日まで ９時３０分～１９時（日・祝日を除く） 
・大和高田出張相談所（大和高田市幸町２－３３ 奈良県産業会館内） 

    毎週水曜日 １０時～１５時（祝日を除く）（事前予約制） 
・橿原出張相談所（橿原市常盤町６０５－５ 奈良県橿原総合庁舎内） 

    毎月第１・第４水曜日 １０時～１５時（祝日を除く）（事前予約制） 
・｢ウクライナ情勢・原油価格上昇に関する相談｣｢価格転嫁に関する相談｣等も実施 
・テレビ経営相談窓口  随時（事前予約制） 

 
(2) 専門家派遣事業 
 中小企業等が抱える様々な経営課題に対して、中小企業等の要請に基づき、当財団の登

録専門家を直接中小企業等に派遣し、きめ細かな経営支援を行う。 
・派遣目標回数：２４回 
・事業者負担：１回目：無料、２～３回目：１／２ 
・利 用 回 数：上限３回 

   
(3) 下請かけこみ寺事業  
  下請取引の適正化を推進することを目的とし、国（中小企業庁）が全国で展開している

「下請かけこみ寺」を当財団内に設置。中小企業等が抱える取引上の様々な悩みや下請代

金支払遅延等防止法に抵触するような事案の解決を支援するため、相談員を配置するとと

もに、必要に応じ当財団の登録弁護士による法律相談（事前予約制）を行う。 
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(4) 事業承継・引継ぎ支援事業  
 経営者の高齢化や後継者不足を背景に、中小企業等の喫緊の課題である事業承継を円滑

に進めるため、「事業承継ネットワーク」の一員として、「事業承継診断」を実施し、経営

者に事業承継の必要性についての気づきを促すとともに、個別支援を必要とする中小企業

等に対しては、「事業承継・引継ぎ支援センター（事務局：奈良商工会議所）」につなぐな

ど、きめ細かな支援を行う。 
・事業承継診断目標件数：３０件 

 
(5) デジタルマーケティング支援事業 

  近年の経済活動における急速なデジタル化に対応するため、中小企業等へのＥＣ活用に

係る支援を行うとともに、参加者のニーズに合った個別のデジタルツール等について学べ

るセミナーを別途開催することで、中小企業等のデジタル技術を活用したマーケティング

の向上を図る。 
①ＥＣ運営講座の開催 ３回 
②個別相談会の実施  ３回 

 
(6) 情報提供・広報事業 
 「企業支援、地域産業振興、モノづくり、人づくり」をキーワードにして中小企業等に対

し、がんばっている県内中小企業等の取組事例や最新の産業情報、企業育成に参考となる

情報等を発信する。また、支援策やセミナー情報を提供する。 
①情報誌の発行         ５，０００部× ２回 
②メールマガジン発行        １，５００社×２４回 
③ホームページによる情報発信  目標：５０，０００アクセス 

 
 

２ 企業価値向上支援 
 企業価値の向上を図るため、新事業への取り組みや新技術・新商品・新サービスの開発の

取り組みを支援する。 
 
(1) ＢtoＢマッチング促進事業 
 ものづくり企業の新事業・新商品の販売力を高めるため、中小企業等が保有する優れた

技術を基に企業と企業を結びつけるＢtoＢマッチングを推進する。 
○マッチング活動等企業訪問目標回数：５３０回 
○マ ッ チ ン グ 成 功 目 標 件 数： １６件 

 
① コーディネート活動の推進   

近畿圏の産業支援機関及び大学のコーディネーターとの連携等によりマッチング

を推進する。 
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② ＢtoＢマッチング会への参画     
国、中小機構、支援機関及び大企業が主催するＢtoＢマッチング会に参加し、中

小企業等が必要とするニーズ情報を収集するとともに、中小企業等とのマッチング

を促進する。 
③「奈良まほろば産学官連携懇話会」への参画 

近畿大学、帝塚山大学、奈良先端科学技術大学院大学、奈良女子大学、畿央大学

等が中小企業等に参画を促し、産学官の研究にかかる情報交換の場である懇話会を

設け、シーズとニーズを共有化し、共同研究の可能性を探る。また、産学官連携に

よる取組事例の発表企業を選定し、連携の実績を発信する。 
 
(2) 事業計画等策定支援事業 
 当財団が、国（中小企業庁）から認定（平成２５年４月２６日付）を受けた認定経営革新

等支援機関（通称：認定支援機関）として、国や県の補助事業等の活用に向け、事業計画策

定の支援や確認書の発行等を行い、採択後は事業実施まで継続した支援を行う。 
○事業計画のブラッシュアップ支援目標件数：２０件 
○補 助 事 業 等 の 採 択 目 標 件 数：１０件 
〔参考：主な補助事業等〕 

・成長型中小企業等研究開発支援事業 
・中小企業等事業再構築促進事業 
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 
・小規模事業者持続化補助金 
・先端設備等導入計画 
・事業承継補助金 
・経営革新計画 

 
 (3) 中小企業地域資源活用等促進事業 
 中小企業者等が行う地域資源を活用した新商品・新サービスの開発などの新事業展開、

海外販路開拓、創業等の取組や地域課題解決の取組及び複数の地域支援機関の相互連携強

化等の取組を支援する。 
 

○助成概要 
・１企業に対する上限額：２，０００千円まで 
・助 成 率：１／２以内（小規模事業者は２／３以内）  
・支援予定企業数：２社 

 
(4) 奈良県中小企業等海外展開支援事業 
 奈良県が取り組む「産業政策のパッケージ２０２５」に掲げられている奈良の成長に必

要な「８つの柱」の中の「新たな成長のフロンティア（海外展開）」にかかる取り組みを実

施する。 
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①奈良県中小企業等海外展開支援事業（海外出願補助金） 
 海外への事業展開を計画している中小企業等が外国の特許庁に支払う出願手数料や

現地・国内の代理人費用及び翻訳費用等の一部を国（特許庁）の支援を受けて助成を

行う。 
○助成概要 

・１企業に対する上限額：３，０００千円まで 
・特 許 出 願：１案件当たり１，５００千円まで 
・実用新案登録出願、商標登録出願、意匠登録出願：１案件当たり６００千円まで  

・冒認対策商標：１案件当たり３００千円まで 
・補 助 率：１／２以内 
・支援予定件数：１０件 

 
②奈良県外国出願促進支援事業 

  中小企業の海外における知的財産の保護及び海外進出の一層の促進を図るため、奈

良県の支援を受けて外国出願に対して助成を行う。 

○補助内容 
 ・補 助 率：１／２以内 
・支援予定件数：１０件 

 
③越境ＥＣ支援事業 

  海外展開への意欲はあるが、知識や経験不足により海外展開に踏み切れない県内中

小企業等を対象に、越境ＥＣモールでのテストマーケティングや専門家によるコンサ

ルティングを実施し、越境ＥＣを活用した本格販売につなげる支援を行う。 
・支援予定企業数：５社 
 

(5) 首都圏販路拡大支援事業 
  優れた商品を有するものの、販路獲得に苦慮している県内中小企業等を対象に、首都圏

バイヤーに対して商談会を実施し、販路開拓や新たな受注先獲得を支援する。このことに 

より、企業の経営力を向上させることを目標とする。 

・成果目標：首都圏バイヤー招聘数 １５社（うち新規３社） 
       商談会等参加企業数（売り手企業）  ５０社 
       首都圏バイヤー等との新規契約 ３０件 
       

(6) 成長型中小企業等研究開発支援事業（Ｇｏ－Ｔｅｃｈ事業） 
 中小企業がものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、大学や公設試等と連携

して行う研究開発プロジェクトについて、対象事業を発掘し、事業管理機関として研究開

発から試作までの事業管理を行う。 
 なお、旧サポイン事業については、引き続き事業管理及び事業終了後は、事後調査、各

種手続きや報告等補完研究にかかるフォローアップを行う。 
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  ・新規申請目標件数：１件 
・継続事業：３件  (ナント種苗（株）、広陵化学工業(株)、(株) ＩＮＯＭＥＲ） 
 

(7) 地域産業支援事業 
 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ協定）をはじめとする貿易自由化により影響を

受ける奈良県皮革関連団体のために、奈良県地域産業経営基盤強化基金を設置し、その基

金を活用した事業を展開し、奈良県の皮革関連業界の経営基盤強化を図る。 

・奈良県履物協同組合連合会 
    ・奈良県毛皮革協同組合連合会 
     ・奈良県スポーツ用品協同組合連合会 

 
 

３ 経営基盤構築支援                                                             
 中小企業等の経営基盤の強化を図るため、設備投資の資金面での支援等を行うとともに、

情報化の支援等を行う。また、債権管理の強化を図り、未収金の早期回収に努める。                                              

(1) 設備貸与事業                                                                
  ①小規模企業者等設備貸与事業    （根拠法：独立行政法人中小企業基盤整備機構法） 
    貸与総枠を４５０，０００千円とし、小規模企業者等に対して創業又は経営革新に 
  必要な設備の導入を支援する。 

        資金計画は、次の通り。 
区     分 金 額（千円）    

   
 
 

 県 借 入 金 ３００，０００ 
 金 融 機 関 借 入 金 １５０，０００ 

計 ４５０，０００ 
      ・目標件数  貸与１０件（１件当たりの平均貸与額３０，０００千円）以上 
  
  ②廃止法（小規模企業者等設備導入資金助成法）に基づく事務 
    ○旧設備貸与事業 

    貸与料の回収が終了するまでの間、引き続き会計事務を行う。特に不良債権の早   

期回収を図るため、未収企業（債務者及び連帯保証人）への督促状の送付、訪問や 

面談による回収交渉、現況調査、法的手続の実施等を推進する。 
 

   ③廃止法（中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法）に基づく事務 
    ○ベンチャー企業創出支援事業                     

    ベンチャーキャピタルを通じて投資したベンチャー企業に対し、代位弁済実施に   

基づく求償権残高の回収と現況調査を引き続き行う。 
 
(2)地域データベースの運用 
  地域企業データベース・支援企業データベースを更新し、引き続き運用する。 
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　 (単位：千円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益 0 0 0 0 13 13

基本財産受取利息 0 0 0 0 13 13

特定資産運用益 375 37 0 412 200 612

特定資産受取利息 375 37 0 412 200 612

事業収益 357,463 133,073 0 490,536 4,214 494,750

設備貸与事業収益 357,463 0 0 357,463 4,214 361,677

割賦設備収益 225,000 0 0 225,000 0 225,000

受取割賦損料 4,730 0 0 4,730 0 4,730

受取リース料 124,678 0 0 124,678 4,214 128,892

受取再リース料 2,561 0 0 2,561 0 2,561

受取違約金 200 0 0 200 0 200

リース投資資産売却益 294 0 0 294 0 294

産業活性化支援事業収益 0 133,073 0 133,073 0 133,073

受託事業収益 0 133,073 0 133,073 0 133,073

受取補助金等 0 133,315 69,354 202,669 45,689 248,358

受取国庫補助金 0 6,364 63,566 69,930 0 69,930

受取地方公共団体補助金 0 126,951 5,788 132,739 45,689 178,428

受取助成金 0 2,000 0 2,000 0 2,000

受取助成金振替額 0 2,000 0 2,000 0 2,000

受取負担金 140 641 0 781 0 781

受取負担金 140 641 0 781 0 781

受取寄付金 0 39,091 0 39,091 0 39,091

受取寄付金等振替額 0 39,091 0 39,091 0 39,091

引当金戻入益 84 0 0 84 0 84

保険金返還引当金戻入 42 0 0 42 0 42

求償権償却引当金戻入 42 0 0 42 0 42

雑収益 160 0 0 160 1 161

受取利息 150 0 0 150 0 150

雑収益 10 0 0 10 1 11

経常収益計 358,222 308,157 69,354 735,733 50,117 785,850

（２）経常費用

事業費 358,661 308,447 69,354 736,462 736,462

給料手当 5,683 94,321 5,559 105,563 105,563

退職給付費用 0 4,500 300 4,800 4,800

福利厚生費 2,050 17,236 716 20,002 20,002

会議費 10 11 0 21 21

旅費交通費 150 2,280 677 3,107 3,107

通信運搬費 181 1,965 52 2,198 2,198

減価償却費 0 40 0 40 40

消耗什器備品費 0 2,750 0 2,750 2,750

消耗品費 458 1,987 38 2,483 2,483

修繕費 20 4,851 0 4,871 4,871

印刷製本費 115 1,051 3 1,169 1,169

広告宣伝費 0 363 0 363 363

燃料費 51 373 8 432 432

水道光熱費 160 1,672 42 1,874 1,874

賃借料 980 17,511 215 18,706 18,706

保守料 22 257 0 279 279

保険料 39 430 7 476 476

諸謝金 1,170 79,675 132 80,977 80,977

租税公課 9,574 2,314 0 11,888 11,888

支払手数料 12 49 0 61 61

支払受講料 30 75 0 105 105

支払負担金　 0 400 0 400 400

支払利息 810 438 0 1,248 1,248

支払助成金 0 51,652 61,235 112,887 112,887

委託費 1,800 13,347 0 15,147 15,147

回収求償権定額 42 0 0 42 42

雑費 10 0 0 10 10

リース原価 108,041 0 0 108,041 108,041

割賦販売原価 225,000 0 0 225,000 225,000

リース損害保険料 750 0 0 750 750

貸倒引当金繰入 904 0 0 904 904

賞与引当金繰入 599 8,432 370 9,401 9,401

共済年金引当金繰入 0 467 0 467 467

収支予算書
令和　7年　4月　1日から令和　8年　3月　31日まで

科     目
公益目的事業会計

法人会計
内部取引

控除
合計

公１ 公２ 公3
小計
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　 (単位：千円）

収支予算書
令和　7年　4月　1日から令和　8年　3月　31日まで

科     目
公益目的事業会計

法人会計
内部取引

控除
合計

公１ 公２ 公3
小計

管理費 50,117 50,117

役員報酬 5,367 5,367

給料手当 28,037 28,037

退職給付費用 1,250 1,250

福利厚生費 7,642 7,642

会議費 10 10

旅費交通費 275 275

通信運搬費 157 157

消耗品費 598 598

修繕費 40 40

印刷製本費 18 18

新聞図書費 217 217

燃料費 52 52

水道光熱費 294 294

賃借料 1,530 1,530

保険料 49 49

支払手数料 8 8

支払負担金　 760 760

委託費 670 670

雑費 13 13

賞与引当金繰入 2,918 2,918

共済年金引当金繰入 212 212

経常費用計 358,661 308,447 69,354 736,462 50,117 786,579

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 439 △ 290 0 △ 729 0 △ 729

当期経常増減額 △ 439 △ 290 0 △ 729 0 △ 729

２．経常外増減の部

（１）経常外収益

経常外収益計 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0

他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 439 △ 290 0 △ 729 0 △ 729

他会計振替額 0 0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 439 △ 290 0 △ 729 0 △ 729

一般正味財産期首残高 175,954 7,597 △ 370 183,181 △ 2,918 180,263

一般正味財産期末残高 175,515 7,307 △ 370 182,452 △ 2,918 179,534

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取助成金 0 8,000 0 8,000 0 8,000

受取助成金 0 8,000 0 8,000 0 8,000

一般正味財産への振替額 0 △ 41,091 0 △ 41,091 0 △ 41,091

当期指定正味財産増減額 0 △ 33,091 0 △ 33,091 0 △ 33,091

指定正味財産期首残高 150,000 120,701 0 270,701 5,000 275,701

指定正味財産期末残高 150,000 87,610 0 237,610 5,000 242,610

Ⅲ　正味財産期末残高 325,515 94,917 △ 370 420,062 2,082 422,144

※１　公益目的事業会計
（１）公１
　　設備貸与及び人材育成支援等を図ることによる経営基盤の強化に関する事業
　　①設備貸与事業
　　②ベンチャー企業創出支援事業
　　③情報化促進事業

（２）公２
　　経営力を向上させる支援事業や新事業創出・新分野進出の支援に関する事業
　　①産業活性化支援事業
　　②地域産業支援事業

（３）公３
　　産業技術の高度化の支援及び研究開発の促進に関する事業
　　①成長型中小企業等研究開発支援事業

２　法人会計
　　法人の管理事業
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